
７第２号議案  

 

愛知県社会教育施設管理規則の一部改正について 

このことについて、愛知県社会教育施設管理規則の一部を改正したいので、別添案

を添えて請議します。 

令和７年２月４日提出 

 

教育長 飯 田  靖   

 

説 明 

この案を提出するのは、アナログ規制を見直すため必要があるからである。 



愛知県社会教育施設管理規則の一部改正の概要 

 

１  改正の概要 

いわゆる「 アナログ規制」 である書面の掲示を義務付ける規制について、 イ ンタ ー

ネッ ト を活用し た方法を 併用するこ と と する。  

 

２  改正の理由 

アナログ規制を 見直す必要があるため。  

 

３  改正の内容 

利用料金の承認に係る公告の書面の掲示を義務付ける規定について、 イ ンタ ーネッ

ト の利用その他の情報通信の技術を 利用する方法も 併せて行う こ と と する（ 第 10 条

関係）。  

 

４  施行期日 

令和７ 年４ 月１ 日 
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愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 七 年  月  日  

愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  飯  田    靖   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

   愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

愛 知 県 社 会 教 育 施 設 管 理 規 則 （ 平 成 四 十 二 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 十 条 中 「 掲 示 場 に 掲 示 す る 」 の 下 に 「 と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 情 報 通 信 の

技 術 を 利 用 す る 」 を 加 え る 。  

  附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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